
第９期介護保険料所得段階区分（国の標準段階区分を適用した場合）

所得段階
年額

（月額）
基準額に
対する割合

8期から9期への増加額

・老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者
・基準判定所得金額が８０万円以下

第１段階
17,921円

（1,494円）
0.285

-7円
（-1円）

基準判定所得金額が８０万円を超え１２０万円以下 第２段階
30,497円

（2,542円）
0.485

3,605円
（301円）

基準判定所得金額の合計が１２０万円を超える 第３段階
43,073円

（3,590円）
0.685

1,241円
（104円）

基準判定所得金額が８０万円以下 第４段階
56,592円

（4,716円）
0.900

8,784円
（732円）

基準判定所得金額が８０万円を超える
第５段階

（基準額）
62,880円

（5,240円）
1.000

3,120円
（260円）

基準判定所得金額１２０万円未満 第６段階
75,456円

（6,288円）
1.200

6,732円
（561円）

基準判定所得金額１２０万円以２１０万円未満 第７段階
81,744円

（6,812円）
1.300

7,044円
（587円）

基準判定所得金額２１０万円以上３２０万円未満 第８段階
94,320円

（7,860円）
1.500

4,680円
（390円）

基準判定所得金額３２０万円以上４２０万円未満 第９段階
106,896円

（8,908円）
1.700

11,280円
（940円）

基準判定所得金額４２０万円以上５２０万円未満 第１０段階
119,472円

（9,956円）
1.900

　
    ＜420万円以上500万円未満＞
　         　23,856円
　　       （1,988円）

    ＜500万円以上520万円未満＞
             8,916円
            （743円）

基準判定所得金額５２０万円以上６２０万円未満 第１１段階
132,048円

（11,004円）
2.100

21,492円
（1,791円）

基準判定所得金額６２０万円以上７２０万円未満 第１２段階
144,624円

（12,052円）
2.300

34,068円
（2,839円）

基準判定所得金額７２０万円以上 第１３段階
150,912円

（12,576円）
2.400

     ＜720万円以上800万円未満＞
　         　40,356円
            （3,363円）

          ＜800万円以上＞
             25,416円
            （2,118円）

※基準判定所得金額は、第１～５段階については課税年金収入額＋合計所得金額－年金所得金額、第６～第１３段階については合計所得金額となります。

※第１～５段階については、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は基準判定所得算出時に１０万円が控除されます。

※月額については年額を１２で除し１円未満の端数を切り上げた参考値となります。実際の賦課額は各段階の年額を基礎として算定されます。
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第9期（案）
（令和6年度から令和8年度まで）
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